
① 年 3回に分けて発行します。
　 発行時期：7 月（1 月～ 4 月受診分）、11 月（5 月～ 8 月受診分）、3 月（9 月～ 12 月受診分）
② 再発行できませんので、大切に保管してください。

①　医療機関等から共済組合が請求を受けた月
　　（例）7 月送付分（1 月～ 4 月受診分）→医療費通知には「3 月～ 6 月分」と記載されます。

②　受診した日数

③　入院、外来、歯科等の診療区分
　　※柔道整復は、整骨院や鍼灸院受診分

④　実際にかかった医療費の総額

⑤　④の医療費総額のうち、共済組合が負担した額（7 割分又は 8 割）

⑥　④の医療費総額のうち、受診者が医療機関等の窓口で支払った
　　自己負担額

⑦　⑥の自己負担額から基礎控除額（※１）を控除した額
　　※合算高額療養費の支給対象の場合は、算定方法が異なります。

⑧　⑥の自己負担額から、自己負担限度額（※２）を控除した額

⑨　確定申告における医療費控除の対象となる自己負担額

医療費通知書について
　医療費通知書は、対象期間中の受診状況等を該当者へ通知することにより、健康意識の啓発、
適正受診の意識向上を目的とし、発行時に資格を有する組合員を対象に配付しています。

※１　基礎控除額
　　一般区分　25,000 円（標準報酬月額 530,000 円未満の方）
　　上位区分　50,000 円（標準報酬月額 530,000 円以上の方）
※２　組合員の標準報酬月額及び高額療養費の受給回数等により異なります。

医療費通知書の見方
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